
 

 

「別紙３」 

 
賠償金ご請求の流れ 

 

 

※１ 福島県内（避難指示区域および双葉郡を除く）の立木についてご請求いただく場合に

おいて、旧緊急時避難準備区域および旧屋内退避区域等以外の地域の立木についてご

請求いただく際は、上記「必要書類」に加えて、しいたけ原木として出荷予定であっ

たことを確認するため、広葉樹または天然林の取引実績を確認できる書類もご提出く

ださい。 

※２ 「必要書類」が不足している場合、追加のご提出をお願いさせていただきます。 

※３ 双葉郡内（避難指示区域を除く）の立木についてご請求いただく場合は、「合意書」を

送付させていただく前に、対象資産や林種等に相違がないかご確認いただくための「請

求資産一覧」をお送りいたします。 

以 上 

電話等によるお問合せ 「ご請求書」を送付 

「必要書類」のご準備 

・固定資産課税明細書 

・本人書類確認 

（住民票の写しまたは商

業・法人登記事項証明書）

賠償金額を算定し※2、 

「合意書」を送付※3 

 

賠償金額にご承諾いただいた

場合、「合意書」をご返送 

 ご請求者さまへ賠償金額を

お支払い 
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賠償金のお受け取り 

ご請求者さま 東京電力 

「ご請求書」「必要書類※1」の

ご送付 
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